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標梼診療科名の現状と経緯について  
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Ⅰ． 医業・歯科医業の診療科名の標梼について   

広告が可能な医業・歯科医業の診療科名については医療法において規定されてお  

り、具体的には現在、医療法施行令（政令）において37種、医療法施行規則（省  

令）において1種（麻酔科）の診療科に限定されている。  

○医療法（昭和二十三牛浜律第二百五号）抜粋   

第六条の五 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何  

人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。   

－ 医師又は歯科医師である旨   

二 診療科名   

三 ～ 十三（略）  

2 ～ 4（略）   

第六条の六 前条第一項第二号の規定による診療科名は、医業及び歯科医業につき政令で定める診療科名並びに当該診   

療科名以外の診療科名であって当該診療に従事する医師又は歯科医師が厚生労働大臣の許可を受けたものとする。  

2 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、医学医術に関する学術団体及び医道審   

議会の意見を聴かなければならない。  

3 厚生労働大臣は、第一項ゐ許可をするに当たっては、あらかじ玖医道審議会の意見を聴かなければならなし㌔  

4 第n項の規定による許可に係る診療科名を広告するときは、当該診療科名につき許可を受けた医師又は歯科医師の   

氏名を、併せて広告しなければならない。  

○医療法施行令（昭和二十三年政令第三百二十六号）抜粋  

（広告することができる診療科名）  

第三条の二 法第六条の六第一項に規定する政令で定める診療科名は、次のとおりとする。   

－ 医業については、内科、心療内科、精神科、神経科、呼吸器科、消化器科、循環器科、アレルギー科、リウマ  

チ科、小児科、外科、整形外科、形成外科、美容外科、月齢中経外科、呼吸器外科、一山蔵血管外科、小児外科、皮  

膚泌尿器科、性病科、こう門科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、気管食道科、リハビリテーション科及び放  

射線   

二 歯科医業については、歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科  
2 前項第一号に掲げる診療科名のうち、次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に掲げる診療科名に代   

えることができる。   

－ 神経科 神経内科   

消化器科 胃腸科   

三 皮膚泌尿器科 皮膚科又は泌尿器科   

四 産婦人科 産科又は婦人科  

P2   



○医療法施行規則（昭和二十三年厚生省令第五十号）抜粋  

第一条の十 法第六条の六条第一項の規定による診療科名として麻酔科（麻酔の実施に係る診療科名をいう。以下同   

じ。）につき同項の許可を受けようとする医師は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなけれ   

ばならない。   

一 申請者の氏名、住所、生年月日、略歴、医籍の登録番号及び医籍の登録牢月日   

二 申請者の従事先の名称、診療科名及び役職又は地位   

三 次に掲げる麻酔の実施に係る業務（以下「麻酔業務」という。）に関する経歴   

イ 麻酔業務を行った期間  

口 麻酔を実施した症例数   

ハ 麻酔業務を行った施設名   

二 麻酔の実施に関して十分な指導を行うことのできる医師（以下「麻酔指導医」という。）の氏名  

l ： 麻酔科標梼資格審査基準について  

医療法施行規則第1条の10の規定及び平成17年5月2日付厚生労働省医政局長通知によ  

；り定められている。  
l  

・【基準1】医師免許を受けた後、麻酔の実施に関して十分な修練を行うことのできる病院  

又は診療所において、 2年以上修練をしたこと。  

許可者数累計10，092名（平成19年1月11日現在）  

・【基準2】●医師免許を受けた後、2年以上麻酔の業務に従事し、かつ、麻酔の実施を主に担  

当する医師として気管への挿管による全身麻酔を300症例以上実施した経験を有し  

ていること。  

許可者数累計 6，122名（平成19年1月11日現在）  

・【基準3】海外の医療機関で麻酔の修練を受けた期間がある場合には、麻酔の修練が許可基  

準を満たすことについて、 当該医療機関が証明する資料を添付すること。  

許可者数累計  127名（平成19年1月11日現在）  

Ⅱ． 経緯  

昭和23年に現行医療法が制定され、広告が可能な医業・歯科医業の診療科名16種の診療科   

名が定められ、以後昭和53年までに、17種が追加され33種となった（次頁表）・。  

平成4年には、医療法改正により、医業・歯科医業において広告できる診療科名（標梼診療科   

名）として、医学医術に関する学術団体及び医道審議会の意見を聴いて政令（医療法施行令）で   

定めることとされ、それまで医療法で規定されていた33診療科名がそのまま政令に規定された。  

その後、平成5年3月に医道審議会診療科名標梼専門委員会を設置し、新たな診療科名の追加   

を含め、今後の標梼診療科名の在り方について検討が行われ、平成8年同審議会において5種の   

標梼診療科名が加えられている（あわせて理学療法科を廃止）。  
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（表）診療科名の改正経過  

橿模診療科の変遷について  

厚生労働大臣の許可を得た診療科名  麻酔科  

・麻酔科は昭和35年特殊標椋科目（許可制の標梼科）として認可された。  

P4   



標槙診療科の表記の見直しについて（たたき台）  

1． 診療科名の表記の見直しに関する基本的な考え方   

平成18年の医療法改正による「患者等への医療に関する情報提供の推進」の取  

組として、医療機能情報提供制度が創設され、また、広告制度においても医療機関   

が広告できる内容の大幅な規制緩和が行われた。   

このような中で、広告可能な診療科としての標槙診療科（政令で規定）について   

も、患者・国民にとって、より分かり易いものとし、その選択を支援する観点から   

必要な見直しを行う。  

2． 背景等   

○ 現在の標桔診療科名は、一般的な診療科と専門性の高い診療科が混在しており、   

患者・国民から見て必ずしも分かり易いものとはなっていないとの指摘がある。  

○ また、今回の医療法改正によって創設された医療機能情報提供制度においては、   

医療機関は専門外来に関する情報についても提供を行うこととなったが、一方で、   

広告制度においては、広告可能な診療科としての標桔診療科（政令で規定）との整   

合性を図る必要があることから専門外来の広告は認められていない状況にある。  

3． 表記方法の考え方  

患者一国民による、より適切な医療機関選択に資するという観点から、以下のよう  

に、診療内容に関して、詳細かつ分かり易い自由な表記となるよう見直しを行う。  

① 現在の診療科を「茎杢阻娼域Iこ関する診療科名」と「専門性の高し瑠項科塵   

抑だ部分」の組み合わせ  

によって、多くの情報を、より自由に分かり易く表記できるよう工夫するととも  

に、医師が総合的な診療能力を発揮するための診療科名を創設する。   

② 医師、歯科医師の主たる診療科が分かるような表記とする  
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4． 医療法6条の6第1項により政令で定める診療科名（政令事項）   

現在、医療法施行令に限定列挙している33診療科名（医科）を、患者・国民   

にとって分かり易い基本領域に関するものとし、政令上での規定を最小限にとどめ  

た上で、6．の「専門性の高い診療科領域（いわゆるサブスペシャルティー）等   

の内容」と合わせることによって、より自由で分かり易い表記ができるようにする。   

（現在）  

内科、心療内科、精神科、神経科（神経内科）、呼吸器科、消化器科（胃  

腸科）、循環器科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、外科、整形外科、  

形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科   

皮膚泌尿器科（皮膚科、泌尿器科）、性病科、こう門科、産婦人科（産科、婦  

人科）、眼科、耳鼻いんこう科、気管食道科、リハピー」テーション科、  

放射線科   

（見直し案）  

内科、精神科、小児科、外科、整形外科、形成外科（美容外科）、脳神経外科、   

皮膚科、泌尿器科、産婦人科（産科、婦人科）、眼科、茸鼻咽喉科、リハビリ   

テーション科、放射線科、病理診断料（臨床検査料）、救急科  

※ 太字は新規の診療科名  

5． 医療法6条の6第1項により厚生労働大臣が許可する診療科名（省令事項）   

国民・患者の医療機関選択の支援という観点から、上記のように専門性の表記   

を充実するとともに、総合的な診療能力に関する医療に関する診療科として総合   

科を新設する。なお、総合科については、その一般概念が幅広いため、当面は厚   

生労働省において標揺できる医師の資格を個別認定することとする。   

（現在）  

麻酔科  

（見直し案）  

麻酔科、総合科  ※ 太字は新規の診療科名   
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6、 「専門性の高い診療科領域（いわゆるサブスペシャルティー）等の内容に踏み  

込んだ部分」に関する考え方   

診療に関して、基本診療に関する領域に組み合わせて表記する「専門性の高い診療科  

領域（いわゆるサブスペシャルティー）等の内容に踏み込んだ部分」については、より  

詳細な情報提供ができるよう、以下の範囲で原則自由とする。  

（範囲）   

0体の部位に関するもの（乳腺等）   

○症状．．患者の特性に関するもの（頭痛、女性診療科等）   

○治療方法に関するもの（漢方、ペ叫スメーカー等）  

ただし、これらの内容は、患者の治療選択等に資する情報であることから、客観的な  

評価が可能であり、かつ事後の検証が可能な事項に限られるべきである。   

このため、上記の範囲は医療法等関連法令及び「医業若しくは歯科医業又は病院若し  

くは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針（医  

療広告ガイドライン）について」（医政発第0330014号平成19年3月30日）  

に基づき広告が可能な範囲に限るものとする。   

7． 医師又は歯科医師の主たる診療科が分かるよう克表記方法について   

診療所においては、勤務している医師又は歯科医師一人について「主たる診療科名」  

を原則2つ以内とし、その他の診療科名を「従とする診療科」として区別するような表   

記方法とする。   

8． 施行時期等  

医療法施行令の改正に当たっては、従来の診療科名及び表記方法を一定期間は標桔で   

きるよう経過措置を講じることとする。  
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心靡何番  

神産材㈲村ノ  

′狩化穿辟「屠虜荷ノ  

リウマチ荷  

小児科  

整形外科  

美容外科  

呼靡芳郎荷  

小児舛荷  

内科  

精神科  

解靡芳村  

原澤芳村  

アレルギ」村  

外科  

形成外科  

脳神経外科  

心戚血管舛荷  

皮膚泌尿器科（皮膚科又は泌尿器科）  

焙癖村  ニラβ村  

産婦人科（産科又は婦人科）  

眼科  茸鼻いんこう科  

気管食題解 放射線科  

リハビリテーション科  
－一一■一－－－－－－－－－－－－－－－－一－－－－－－－－→－■▼●  

歯科  小児歯科  

矯正歯科   歯科口腔外科  

※総合科標楕医の養成課程については別途検討   
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【現状の問題】  
一＝－－…－－－－－－－－…－＝－…－－…………－…－‥－‥－－…－－－－－－－－ …－－…－－…t－－－－－－－－＝＝一‥－－＝－■  

ミ○患者がどの診療科を受診すればよいかわからないことが多い0  

○病院においても細分化した専門医の多くが、複数の合併症を持つ患者を一人で診察  
出来ない場合がある。  

○医療機関問や医療関係者間の連携が不十分で、地土或の医療資源が効率白勺に活用され  
l ；ていない。  

このような問題等を解決するため、一定以上の能力を備えた総合医の養成を進める  
必要がある。  

られる能力】  【求め  

診療科全般に渡って高い診療能力を有している  ○内科、小児科を中心とし、  〉l－′ll▼■■■■■■■＋‾  
○患者の疾患の状態に合わせた医療の選定など、基本的な予防から治療、そして  

1」ハビリテーションにいたる過福において、継続的に地域の医療資源を活用で  
きる能力を有している   



・旦基変革  
①研修に含まれるべき項目   

診療所研修、内科（非臓器別）、小児科  
②研修に含まれていることが望ましい領域   

一般外科、産婦人科、精神科、（心療内科）、救急医学、整形外科、皮膚科、   
泌尿器科、眼科、耳鼻科、放射線科、臨床検査・生理検査  

・認定医要綱より塵腰  ． 日本プラ山里学会  

（研修施設での研修コースの例）  

①中規模以上の病院または病院群での研修（2年以上）   

（必修）   

内科、外科、小児科、救急部   
（選択（3科以上選択））   

産婦人科、精神科（心療内科）、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、   
t」ハビリ部門、放射線科、中央検査部、麻酔科、集中治療部門 

②地域包括医療を実践している保険・医療・福祉施設群（1年以上）  
・外来診療機能を持つ施設（診療所、地士別、病院、など）  
・在宅ケア機能を持つ施設（訪問看護ステーション、在宅介護支援センターなど）  
・入所型の介護機能を持つ施設（老人保健施設、特別養護老人ホームなど）   



・ 旦幽 艶  

①研修必須項目   

病院内の総合内科（総合診療部、非専門内科等）、病院内の専門内科、   
診療所研修（継続あるいは週1回2年間）、救急研修、小児科   
＊指導白勺経験（上記研修中に一計2年間、指導白勺経験を積む）  

②研修選択項目   

精神科（心療内科）、整形外科、外科（一般外科）、産婦人科、皮膚科、   
泌尿器科、眼科、耳鼻科、放射線科、臨床検査・生理検査  

（注）：「家庭医コース」と「病院総合医コース」の2つの研修プログラムを提供   
することとしているが、現在、「病院総合医コース」について検討中   




